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 佐賀県規則第37号 

   佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則（昭和42年佐賀県規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（知事が指定する事業等） （知事が指定する事業等） 

第６条 条例第５条の２第１項に規定する別に知事が指定する事業

及び同条第２項に規定する知事の指定する面積は、別表第２のと

おりとする。ただし、県営土地改良事業により畑として区画形質が

変更され、又は造成された農地についての開田が行われる場合に

納付させる特別徴収金については、条例第５条の２第１項に規定

する別に知事が指定する事業は、別表第２に掲げる事業のうち次

の各号に掲げる地区で行う事業に限るものとする。 

第６条 条例第５条の２第１項に規定する別に知事が指定する事業

及び同条第３項に規定する知事の指定する面積は、別表第２のと

おりとする。ただし、県営土地改良事業により畑として区画形質が

変更され、又は造成された農地についての開田が行われる場合に

納付させる特別徴収金については、条例第５条の２第１項に規定

する別に知事が指定する事業は、別表第２に掲げる事業のうち次

の各号に掲げる地区で行う事業に限るものとする。 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

事業区分 分担金の率 

法第２条

第２項に

規定する

土地改良

事業 

 略 次に掲げる事業の区分に応

じ、それぞれ次に定める率 

(1) 離島振興対策実施地域

等（離島振興法（昭和28年法

律第72号）第２条第１項に

規定する離島振興対策実施

地域、山村振興法（昭和40年

法律第64号）第７条第１項

に規定する振興山村、半島

振興法（昭和60年法律第63

号）第２条第１項に規定す

る半島振興対策実施地域、 

事業区分 分担金の率 

法第２条

第２項に

規定する

土地改良

事業 

 略 次に掲げる事業の区分に応

じ、それぞれ次に定める率 

(1) 離島振興対策実施地域

等（離島振興法（昭和28年法

律第72号）第２条第１項に

規定する離島振興対策実施

地域、山村振興法（昭和40年

法律第64号）第７条第１項

に規定する振興山村、半島

振興法（昭和60年法律第63

号）第２条第１項に規定す

る半島振興対策実施地域、 
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改正前 改正後 

  特定農山村地域における農

林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第72号）第

２条第１項に規定する特定

農山村地域、過疎地域自立

促進特別措置法（平成12年

法律第15号）第２条第１項

に規定する過疎地域（同法

第33条の規定により過疎地

域とみなされる区域を含

む｡）、受益地内の平均の傾

斜度が15度以上の地域(水

田地帯を除く｡）又は棚田地

域振興法（令和元年法律第

42号）第７条第１項に規定

する指定棚田地域をいう。

以下同じ｡）において行うも

ののうち、当該事業に要す

る経費に対する国の補助

の割合が55／100であるも

の 20／100（多額の事業費

を要するダム建設事業とし

て知事が別に指定するもの

（以下「指定ダム建設事業」

という｡）にあっては、15／

100） 

  

  特定農山村地域における農

林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第72号）第

２条第１項に規定する特定

農山村地域、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特

別措置法（令和３年法律第

19号）第２条第１項に規定

する過疎地域（同法第３

条、第41条、第42条及び第

44条の規定により過疎地域

とみなされる区域、同法第

43条に規定する区域並びに

同法附則第５条に規定する

特定市町村並びに特別特定

市町村の区域を含む｡）、受

益地内の平均の傾斜度が15

度以上の地域(水田地帯を

除く｡）又は棚田地域振興法

（令和元年法律第42号）第

７条第１項に規定する指定

棚田地域をいう。以下同

じ｡）において行うもののう

ち、当該事業に要する経費

に対する国の補助の割合

が55／100であるもの 20

／100（多額の事業費を要す 
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改正前 改正後 

   

 

 

 

(2) 略 

 略  

クリーク防災機能

保全対策事業（大規

模） 

 略 

 

 

 

 

 

 

 

法第２条

第２項に

規定する

土地改良

事業以外

の土地改

良事業 

 略 

 

   るダム建設事業として知

事が別に指定するもの（以

下「指定ダム建設事業」とい

う｡）にあっては、15／100） 

(2) 略 

 略  

クリーク防災機能

保全対策事業（大規

模） 

 略 

法人経営農地整備

事業 

 

 

 

 

22.5／100（離島振興対策実

施地域等において行うもの

のうち、当該事業に要する経

費に対する国の補助の割合

が55／100であるものにあっ

ては、17.5／100） 

法第２条

第２項に

規定する

土地改良

事業以外

の土地改

良事業 

 略 

 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

条例第５条の２第１項

に規定する別に知事が

指定する事業 

条例第５条の２第２項に規定する知事

の指定する面積 

条例第５条の２第１項

に規定する別に知事が

指定する事業 

条例第５条の２第３項に規定する知事

の指定する面積 
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改正前 改正後 

 略 
 

 略 
 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 

土改第   号  

年  月  日  

第     号  

年  月  日  

  略   略 

１～３ 略 １～３ 略 

４ 条例第５条の２第１項の規定により徴収する特別徴収金 

  これについては、国から補助金の交付を受けて行う事業で別

に知事が指定するものの施行に係る地域内にある土地につき土

地改良法（以下「法」という｡）第３条に規定する資格を有する

者が、当該事業の工事の完了の公告があった日（その公告におい

て工事の完了の日が示されたときは、その示された日）の属する

年度の翌年度（その年度が到来する前の年度を知事が指定した

ときは、その指定した年度）から起算して８年を経過する日まで

の間に、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外

の用途（土地改良法施行令第53条の８及び同令附則第13項に規

定する用途を除く。以下「目的外用途」という｡）に供するため

所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供

した場合（当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等

を受けて、目的外用途に供した場合を除く｡）には、その者は、

当該事業に要する費用のうち国から交付された補助金の額及び

県が負担した額の合計額をその者が法第３条に規定する資格を

有している当該地域の土地の面積に割り振って得られる額の範

囲内で特別徴収金を納付しなければならない。 

４ 条例第５条の２第１項の規定により徴収する特別徴収金 

  これについては、国から補助金の交付を受けて行う事業で別

に知事が指定するものの施行に係る地域内にある土地につき土

地改良法（以下「法」という｡）第３条に規定する資格を有する

者が、当該事業の工事の完了の公告があった日（その公告におい

て工事の完了の日が示されたときは、その示された日）の属する

年度の翌年度（その年度が到来する前の年度を知事が指定した

ときは、その指定した年度）から起算して８年を経過する日まで

の間に、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外

の用途（土地改良法施行令第53条の８及び同令附則第５条に規

定する用途を除く。以下「目的外用途」という｡）に供するため

所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供

した場合（当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等

を受けて、目的外用途に供した場合を除く｡）には、その者は、

当該事業に要する費用のうち国から交付された補助金の額及び

県が負担した額の合計額をその者が法第３条に規定する資格を

有している当該地域の土地の面積に割り振って得られる額の範

囲内で特別徴収金を納付しなければならない。 

 注 １ この処分について不服がある場合は、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、佐賀県

知事に対して審査請求をすることができる。 
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改正前 改正後 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対

する裁決を経た後でなければ提起することができない。こ

の処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に、佐賀県を被告として

（訴訟において佐賀県を代表する者は佐賀県知事とな

る｡）、提起することができる。 

なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに

訴訟を提起することができる。 

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経

過しても裁決がないとき。 

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい

損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると

き。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日

の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をす

ることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあっ

た日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取

消しの訴えを提起することができなくなる。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

あっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起

することが認められる場合がある。 

様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

土改第   号  

年  月  日  

第     号  

年  月  日  

  略   略 
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改正前 改正後 

 略 
 

 略 
 

 注 １ この処分について不服がある場合は、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して 30 日以内に、佐賀県知

事に対して審査請求をすることができる。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、佐賀県を被告として（訴訟において佐賀県を代表する者

は佐賀県知事となる｡）、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができる。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分

の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ

とができる。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求

をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の

翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をする

ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくな

る。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分

（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）が

あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること

が認められる場合がある。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


